海老名市障害者リハビリテーション事業実施要綱

（目的）

第１条　この要綱は、心身機能の障害により在宅で療養している65歳未満の者又は市内の小学校若しくは中学校の通常の学級に在籍する発達障害児に対し、障害者リハビリテーション事業（以下「事業」という。）を実施することにより、心身機能の増進又は社会適応能力の向上を図り、もって日常生活の自立を支援することを目的とする。

（定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

　(１)　理学療法　理学療法士及び作業療法士法（昭和40年法律第137号。以下「法」という。）第２条第１項に規定する理学療法をいう。

(２)　作業療法　法第２条第２項に規定する作業療法をいう。

(３)　臨床発達心理士　学会連合資格「臨床発達心理士」認定運営機構から臨床発達心理士の認定を受けた者をいう。

(４)　臨床心理士　財団法人日本臨床心理士資格認定協会から臨床心理士の認定を

受けた者をいう。

(５)　身体障害者　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）別表に掲げる身体上の障害がある者で、身体障害者手帳の交付を受けたもの
(６)　知的障がい者　児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第１項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第12条第１項に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が75以下と判定された者又は神奈川県知事の交付する療育手帳若しくはこれに相当する手帳を所持する者

(７)　発達障害児　発達障害者支援法（平成16年法律第167号）第２条第２項に規定する発達障害児をいう。

(８)　扶養義務者等　身体障害者、発達障害児等の扶養義務者、保護者、養育者等をいう。

（実施主体）

第３条　事業の実施主体は、市とする。

２　市長は、社会福祉法人、医療法人等に事業を委託して実施することができる。

（事業の内容）

第４条　事業の内容は、次に掲げる訓練を行うものとする。

　(１)　心身機能を回復するために必要な訓練（以下「機能回復訓練」という。）

　(２)　社会適応能力を向上させるために必要な訓練（以下「社会適応訓練」という。）

２　機能回復訓練の内容は、次に掲げるとおりとする。

　(１)　理学療法及び作業療法

(２)　スポーツ、体操等を利用した体力及び運動能力の改善を図るための訓練

(３)　社会生活に必要な心身機能の向上を図るための訓練

(４)　健康の維持及び増進を図るための訓練

(５)　その他必要な訓練

３　社会適応訓練の内容は、次に掲げるとおりとする。

　(１)　臨床発達心理士、臨床心理士又は医師による発達障害の評価及び診断

(２)　心理療法、個別カウンセリング、生活技能訓練、課題学習訓練等により社会生活への適応を図るための訓練

(３)　その他必要な訓練 

（対象者）

第５条　事業を利用することができる者（以下「対象者」という。）は、市内に住所を有し、現に居住している者で、次の各号に掲げる訓練に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものとする。

　(１)　機能回復訓練　在宅で療養している65歳未満の身体障害者又は知的障害者若しくは18歳未満の者で、機能回復訓練を受ける必要のあるもの

(２)　社会適応訓練　市内の小学校又は中学校の通常の学級に在籍する発達障害児で、社会適応訓練を受ける必要のあるもの

（実施日）

第６条　事業の実施日は、土曜日（海老名市の休日を定める条例（平成元年条例第14号）第１条第１項第２号及び第３号に定める日を除く。）とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

（利用回数）

第７条　事業を利用することができる回数は、３週につき１回とする。

　（利用料）

第８条　事業の利用料は、１回の利用につき600円とする。

（申込み）

第９条　事業を利用しようとする者（未成年者にあっては当該者の扶養義務者等）は、海老名市障害者リハビリテーション事業利用申込書（第１号様式）を市が事業を委託した社会福祉法人、医療法人等（以下「事業者」という。）に提出するものとする。

２　前項の申込書には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えるものとする。

(１)　機能回復訓練を申し込む場合　主治医の指示書又は市長が認めた書類

(２)　社会適応訓練を申し込む場合　在籍する小学校又は中学校の教育相談コーディネーターが作成した相談支援情報提供書又は市長が認めた書類

（利用契約）

第１０条　事業者は、前条第１項の申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、事業を利用しようとする対象者の心身機能又は社会適応能力の状況を調査するものとする。

２　事業者は、前項の規定による審査及び調査の結果、適当と認めたときは、前条第１項の申込書を提出した者と事業の利用契約（以下「利用契約」という。）を締結するものとする。

　（変更等の申込み等）

第１１条　前条第２項の規定により事業者と利用契約を締結した者（以下「利用契約　者」という。）は、前条第１項の申込書の記載内容に変更が生じたとき又は利用契約に係る事業を利用する必要がなくなったときは、速やかに海老名市障害者リハビリテーション事業利用変更（中止）申込書（第２号様式）を利用契約を締結した事業者（以下「契約事業者」という。）に提出するものとする。

２　契約事業者は、前項の申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、利用契約を変更し、又は利用契約に係る事業を中止するものとする。

３　契約事業者は、前項の規定による変更又は中止をしたときは、その旨を市長に報告するものとする。

（利用料の支払）

第１２条　利用契約者は、利用契約に係る事業を利用したときは、その都度、第８条に規定する利用料を契約事業者に支払うものとする。

（利用料の免除）

第１３条　市長は、利用契約者の属する世帯が市民税の非課税世帯であるときは、第８条の規定にかかわらず、利用料を免除することができる。

２　前項の規定による免除を受けようとする利用契約者（次項において「免除申請者」という。）は、海老名市障害者リハビリテーション事業利用料免除申請書（第３号様式）を市長に提出するものとする。 

３　市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用料を免除することに決定したときは、海老名市障害者リハビリテーション事業利用料免除決定通知書（第４号様式）により免除申請者に通知する。

　（事業の中止措置）

第１４条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用契約に係る事業の中止措置を講ずることができる。

　(１)　利用契約により機能回復訓練又は社会機能回復訓練を受ける者（次号におい　て「利用者」という。）が第５条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

　(２)　利用者又は利用契約者が偽りその他不正な手段により事業を利用するとき。

　(３)　その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。

２　市長は、前項の中止措置を講じたときは、利用契約者に対し海老名市障害者リハビリテーション事業利用中止措置決定通知書（第５号様式）を、契約事業者に対しその旨を通知するものとする。

（実施状況の記録等）

第１５条　事業者は、事業の実施状況を海老名市障害者リハビリテーション事業実績記録表（第６号様式）に記録するものとする。

２　事業者は、次の各号に掲げる期間における事業の実施状況をそれぞれ当該各号に定める日までに、書面により市長に報告するものとする。

　(１)　４月１日から６月30日まで　７月10日

　(２)　７月１日から９月30日まで　10月10日

(３)　10月１日から12月31日まで　翌年の１月10日
(４)　１月１日から３月31日まで　３月31日

３　事業者は、当該年度に係る事業の実績報告書を年度末に作成し、市長に提出するものとする。

４　事業者は、前３項に規定する書類を当該年度の翌年度から５年間保存するものとする。

（その他）

第１６条　この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。
　《平成18年5月1日・制定》
